
保護者の皆さまへ！
子どもが使う携帯電話に

していますか？

携帯電話に係るトラブル

不当請求･･･ 　アダルトサイトを見ていたら、勝手に会員登録されてお
り、3日以内に10万円振り込むよう請求された。

犯罪被害･･･ 　ゲームサイトで知り合った人と実際に会ってみたら、ホテル
に連れて行かれ、わいせつな行為をされた。

出会い系サイトでの被害は減少しているものの
　　　　その他のサイトでの 被害が急増

有害情報･･･　自殺や薬物、家出情報など、子どもに好ましくないサイト
にアクセスしてしまうことがあります。

保護者の責務
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

（その他のサイト～ゲームサイト・自己紹介サイトなど）

・・・どのようにすれば良いの？

　各携帯電話会社で、様々なフィルタリングサービスを行っています。
　購入時に加入することはもちろん、既に購入し、お子さんが使用している場合でも
設定することが可能です。詳しくは各携帯電話会社にお確かめ下さい。

ａｕｂｙＫＤＤＩ SoftBank

◎Web制限
◎キッズ ｉ モードフィルタ
◎ ｉ モードフィルタ
　　　　　　　＋
◎アクセス制限カスタマ
イズ
　○サイト設定
　○カテゴリ設定
　○時間制限

全て無料、電話・店頭・ｉ モード

から設定できます。

ＮＴＴドコモ

◎接続先限定コース
◎特定カテゴリ制限コー
ス
◎カスタマイズコース
   （有料）

電話・店頭・ＥＺｗｅｂから設定で
きます。

◎Ｙａｈｏｏ！きっず
◎ウェブ利用制限
◎ウェブ利用制限（弱）

全て無料、店頭・Ｙａｈｏｏ！から

設定できます。

岩 手 県 警 察 本 部

ウィルコム イー・モバイル

◎有害サイトアクセス制限
サービス(無料)

◎Ｗｅｂアクセス制限（無料）

第６条　　 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年につ

         いて、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウエアの利用その他の方法によりインターネットの利用を

         適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。

　　　 ２　保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じる

         ことに特に留意するものとする。

平成２２年中の岩手県内福祉犯事件数　　　５６件
　　    その内、被疑者が携帯サイトを使用した事件
　　　　　　　          ・児童買春、児童ポルノ法違反・・・３件　　（前年比　－５件）
　　　　　　          　・青少年環境浄化条例違反 ・・・・・２１件　（前年比　＋５件）
　携帯サイトを通じて子どもが被害に遭っている事件が、福祉犯事件の約半数 となって
 います。
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